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１　事業目的
認知症になっても住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続することができ、また、認知症の人の家族の負担の軽減を図るため、認知症の人と家族、地域住民、専門職等が互いに交流するとともに、認知症について地域住民の理解を深めることを目的として「認知症カフェ」を養老町内に設置する。
２　事業内容（別紙仕様書のとおり）
認知症の本人や家族の居場所づくり、交流、情報交換などを目的とし、認知症の本人や家族のための支援拠点となる「認知症カフェ」を設置する。
３　委託期間
令和８年６月１日から令和９年３月３１日までの期間とする。
４　応募資格
この事業を実施する団体は、次の要件を全て満たす団体等とする。
（１）養老町内に所在する団体であること。
（２）宗教活動や政治活動、営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
（３）町税を滞納していない団体であること。
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団等に該当していないこと。
（５）認知症の相談・支援に応じることができる者を１人以上配置することができる団体であること。
（６）事業に関して法令上必要とする許可を受けていること。
（７）事業目的に賛同し、養老町が定める仕様書を遵守できること。
（８）認知症カフェの目指すところを理解していること。
・認知症の人やその家族のみならず、誰でも自由に参加でき、交流できる場であること。
・認知症に関する相談に答える場であり、情報を発信するとともに、関係機関につながる場でもあること。
・事業を行うことにより、多方面からの支援や認知症についての共通認識をはぐくむ場にすること。
５　募集事業者数
３事業者
６　募集受付期間・時間等
令和８年４月１日（水）から令和８年４月３０日（木）までに健康福祉課へ関係書類を提出すること。
募集受付期間終了後、町にて選考を行い、結果は健康福祉課より文書で通知する。

７　提出書類
① 養老町認知症カフェ事業実施申請書（様式第１号）
② 養老町認知症カフェ事業実施計画書（様式第２号）
③ 定款、規約等団体の代表者、運営、財産の管理その他主要な事項が分かる書類
④ 役員および構成員名簿
⑤ 認知症カフェ設置場所図面等
８　審査および受託者の選定
（１）事業者の選定は、町において審査を行い決定する。
（２）審査方法
提出書類等をもって下記の項目について審査する。提出書類の各項目において町での審査の結果、委託することが適切でないと判断された団体については選考対象外となる。
	審査内容
	評価項目
	点数

	事業実績
	事業実績、社会貢献、活動内容、活動年数
	35点

	事業計画
	提案内容、実施手法の具体性、独自性
	35点

	運営方針
	取組姿勢、運営体制
	20点

	運営に関する事項
	設置場所、利用可能人数
	10点


９　その他
（１）提出書類は返却しない。
（２）活動については、健康福祉課及び養老町地域包括支援センターと連携を図ること。
（３）介護サービス事業者、地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるよう
努めること。
（４）本事業に係る経理と他の事業に係る経費とは明確に区別をすること。（本事業に係る
委託料を他の事業に流用することは認めない。）

